
船舶事故調査報告書 

令和６年８月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年８月１９日 ２３時４５分ごろ 

発生場所 鳥取
とっとり

県鳥取市鳥取港 

鳥取港灯台から真方位１４３°４８０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３２.４′ 東経１３４°１１.２′） 

事故の概要  遊漁船第八達
たつ

丸は、南東進中、また、遊漁船釣りバカ丸は、第八達

丸を追い越す態勢で南東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和５年９月１２日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

遊漁船 第八達丸、９.１トン 

２７２－２０７４０鳥取、個人所有 

遊漁船 釣りバカ丸、４.８トン 

２４０－６５０１７鳥取、株式会社プロテック 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏 潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客１１人を乗せ、鳥取港北

方沖で釣りを終えた後、同港の港奥にある係留場所に向けて帰航する

こととし、法定灯火を表示して同港の賀
か

露
ろ

岸壁と千代
せんだい

岸壁との間の水

路（以下「本件水路」という。）に向かって航行していた。 

 Ａ船は、約１１ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で南

進した後、約９kn の速力に減じて左転し、本件水路に沿う針路として

手動操舵により南東進した。 

 船長Ａは、狭い本件水路の近くでＡ船を追い越す他船はいないと思

い、前方に視線を向けて同じ針路及び速力で航行を続けた。 

船長Ａは、Ａ船の右舷側を追い越したＢ船を右舷船首方約１０ｍに

初めて視認し、続いてＡ船の前路に向けてＢ船が左転し、Ａ船の前路

で減速したのを認めて危険を感じ、左舵一杯を取るとともに主機を中

立運転としたが、Ａ船の右舷船首部とＢ船の左舷船尾部とが衝突し

た。 

 船長Ａは、Ａ船を停船させ、Ａ船及びＢ船の負傷者の有無及び損傷

状況を確認した後、自力で航行してＡ船の係留場所に戻った。 



 船長Ａは、本件水路に向けて南東進していた際、前方に視線を向け

ていたので、Ａ船の右舷後方からＡ船を追い越す態勢で接近するＢ船

に気付くのが遅れたが、常時、周囲の見張りを適切に行っていれば早

めにＢ船に気付いたと本事故後に思った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客１２人を乗せ、鳥取港北

方沖で釣りを終えた後、同港の港奥にある係留場所に向けて帰航する

こととし、法定灯火を表示して本件水路に向かって航行していた。 

Ｂ船は、船長Ｂが前路に認めていたＡ船の右舷側から追い越そうと

思い、Ａ船の右舷方を約１４kn の速力で本件水路に沿う針路として手

動操舵により南東進した。 

船長Ｂは、Ａ船を追い越した後に左転し、間もなく本件水路に入る

ので減速しようと思い、Ａ船の前路で、後方のＡ船との接近状況を確

認せずに約７kn の速力に減じたところ、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 船長Ｂは、Ｂ船を停船させ、Ａ船及びＢ船の負傷者の有無及び損傷

状況を確認し、海上保安庁に本事故発生の通報を行った後、自力で航

行してＢ船の係留場所に戻った。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 本事故発生経過概略図 

分析 Ａ船は、本件水路に向けて約９kn の速力で南東進中、船長Ａが、狭

い本件水路の近くでＡ船を追い越す他船はいないと思い、前方に視線

を向けて同じ針路及び速力で航行を続け、後方の見張りをしなかった

ことから、Ｂ船の動静に気付かず、左舵一杯を取るとともに主機を中

立運転としたが、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、本件水路に向けてＡ船を追い越す態勢で南東進中、船長Ｂ

が、Ａ船を追い越した後に左転し、間もなく本件水路に入るので減速

しようと思い、Ａ船の前路で、後方のＡ船との接近状況を確認せずに

約７kn の速力に減じたことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本件水路に向けて、Ａ船が約９kn の速力で南東進

中、Ｂ船がＡ船を追い越す態勢で南東進中、船長Ａが、前方に視線を

向けて同じ速力及び針路で航行を続け、後方の見張りをしなかったた
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め、Ｂ船の動静に気付かず、また、船長Ｂが、Ａ船を追い越した後に

左転し、Ａ船の前路で、後方のＡ船との接近状況を確認せずに約７kn

の速力に減じたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・小型船舶の船長は、狭い水路の近くを航行中であっても、他船が

自船を追い越すことを考慮し、常時、周囲の適切な見張りを行う

こと。 

・小型船舶の船長は、狭い水路に向けて航行中、無理な追い越しを

しないこと。 

・小型船舶の船長は、他船を追い越した場合、追い越した後に後方

の船舶の接近状況を確認し、その船舶から十分に遠ざかるまでそ

の船舶の進路を避けること。 

 


